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白岡市防災協力農地登録制度要綱 

（目的） 

第１条 この告示は、避難空間及び災害復旧用資材置場として活用できる 

農地をあらかじめ登録することにより、災害時における市民等の安全及 

び復旧活動の円滑化を確保するとともに、農地の防災空間としての多面  

的役割について市民の理解を深めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に 

定めるところによる。 

⑴ 災害 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号   

  に定めるもので、白岡市地域防災計画により災害対策本部が設置され  

  た災害をいう。 

 ⑵ 防災協力農地 災害時に避難空間及び災害復旧用資材置場として使

用するためにあらかじめ登録した農地をいう。 

 ⑶ 避難空間 災害による被害を受け、又は受けるおそれのある市民等 

が一時的に避難する場所をいう。 

 ⑷ 災害復旧用資材置場 農地の原状回復に支障とならない範囲におい

て、災害復旧に必要な資材の仮置き等をする場所をいう。  

 （登録対象農地） 

第３条 防災協力農地の登録の対象となる農地は、次の各号のいずれかに 

該当するものとする。ただし、水田、傾斜地等を除く。 



⑴ 生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第３条の規定による生産緑

地地区内の農地（以下「生産緑地」という。） 

 ⑵ 前号以外のおおむね３００平方メートル以上の一団の農地 

 （申請及び登録） 

第４条 自己の所有する農地を防災協力農地として登録しようとする者（

以下「申請者」という。）は、様式第１号の防災協力農地登録申請書を

市長に提出するものとする。 

２ 賃借権等の権利が設定されている農地について、前項の規定による申

請をするときは、申請者は、当該賃借権等の権利者の同意を得なければ

ならない。 

３ 市長は、第１項の規定による申請のあった農地が防災協力農地として

適当であると認めたときは、当該農地を様式第２号の防災協力農地登録

台帳に登録するものとする。 

 （登録証等の交付等） 

第５条 市長は、前条第３項の規定により防災協力農地として登録したと

きは、申請者に様式第３号の防災協力農地登録証（以下「登録証」とい

う。）を交付し、必要に応じて防災協力農地である旨を表示する標識を

当該防災協力農地に設置するものとする。 

（登録の取消し） 

第６条 前条の登録証の交付を受けた者（以下「登録者」という。）は、

防災協力農地の登録の取消しをしようとする場合は、様式第４号の防災

協力農地登録取消届出書により、市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、防災協力農地が第３条各号に該当しなくなった場合又は防災

協力農地として適当でないと認めた場合は、当該防災協力農地の登録を

取り消すものとする。 

３ 市長は、前項の規定により防災協力農地の登録を取り消したときは、

登録者に様式第５号の防災協力農地登録取消通知書により通知する。 

 （登録の期間及び更新） 

第７条 防災協力農地の登録期間は、第４条第３項の規定により登録され

た日から２年を経過した日以後最初の３月３１日までとする。 



２ 前項に規定する期間満了時までに登録者から登録の更新をしない旨の

意思表示がないときは、更に３年間登録を更新するものとし、以後も同

様とする。 

３ 前項に規定する登録の更新に際しては、市長は、更新の都度登録者に

登録証を交付する。 

 （災害時の使用） 

第８条 市長は、災害が発生した場合において、必要と認めるときは、防

災協力農地を避難空間又は災害復旧用資材置場として使用する。  

２ 市長は、前項の規定により、防災協力農地を避難空間として８日間以

上使用する場合又は災害復旧用資材置場として使用する場合は、登録者

にその使用について文書で通知するものとする。ただし、緊急かつやむ

を得ない場合は、口頭等により通知することができる。  

（使用期間） 

第９条 前条第１項の規定により防災協力農地を使用する期間は、２年以

内とする。ただし、市長が特に必要であると認めた場合は、登録者の同

意を得て、これを延長することができる。 

（補償及び土地使用料） 

第１０条 市長は、第８条第１項の規定により防災協力農地を使用したと

きは、登録者に対し、別表に定める補償及び土地使用料を支払うものと

する。 

 （原状回復） 

第１１条 市長は、第８条第１項の規定による防災協力農地の使用が終了

したときは、速やかに防災協力農地を使用前の状態に回復し、所有者に

返還する。 

 （補則） 

第１２条 この告示に定めるもののほか、防災協力農地登録制度について

必要な事項は、市長が登録者と協議して定める。 

附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。 

 



別表（第１０条関係） 

１ 防災協力農地を７日間以内避難空間として使用した場合  

立毛補償等 

災害時の使用状況及び立毛状況を調査し、次の⑴又は⑵

のいずれかの額及び⑶の額を補償する。 

⑴ 立毛の粗収入見込額。ただし、立毛に市場による価  

値があるときは、その処分価格を控除した額とする。 

⑵ 農作物を作付けするために投下した種苗、肥料等の

費用 

⑶ 農業用資材等の破損があった場合の原状回復費用  

２ 防災協力農地を８日間以上避難空間として使用した場合又は災害復旧

用資材置場として使用した場合 

土地使用料 

当該防災協力農地の固定資産税及び都市計画税相当額を 

使用月数に応じて計算した額。ただし、当該防災協力農 

地が生産緑地であるときは、生産緑地から指定除外した 

場合の固定資産税及び都市計画税相当額を使用月数に応 

じて計算した額とする。 

農業補償 前項に規定する立毛補償等 

備考 使用月数を計算する場合において、１月未満の端数があるときは、

当該端数を１月として計算する。 

 

 


